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日本学術会議法第17条による推薦と
内閣総理大臣による会員の任命との関係について

1.日本学術会議の沿革等について
(1)日本学術会議の設立経緯、設立趣旨等について
敗戦後の我が国が貧困な資源、荒廃した産業施設等の悪条件を克

服し､文化国家として再建すると共に、世界平和に貢献し得るために

は､是非とも科学の力によらなければならないとの問題意識の下、従

来、個々の研究においては優れた成果が必ずしも少ないとは言い得
ないにも関わらず、その有機的、統一的な発達が十分ではなく、全科

学者が一致協力して現下の危機を救い、科学の進歩に寄与し得るよ
うな体制を欠いていたことを省みて、全国科学者の緊密な連絡協力

によって、科学の振興発達を図り、行政産業及び国民生活に科学を反

映浸透させるための新組織を国の審議機関として確立することを我
が国の科学振興の基本的な前提と位置付け、昭和23年7月に「日本
学術会議法(昭和23年法律第121号。以下「日学法」という。)」が
制定され､昭和24年1月に日本学術会議が設立された。
近年、地球環境問題をはじめ、一つの専門分野の知識のみでは解決

できない複雑な問題について、様々な知識を統合し、解決に向けた選

択肢を示すことが求められている。こうした中で、日本学術会議は、

我が国の科学者の内外に対する代表機関として、全ての学術分野の
科学者を擁し、また、職務の独立性が担保されているといった特徴を

有しており、幅広い学術分野の科学的知見を動員しつつ課題に関す
る審議を行って意見を集約し、政府や社会に対してその成果を提示

できるところにその意義があるところである。政府や社会から尊重

されつつその役割を十分に発揮できるような位置付け及び権限を付
与し、安定的な運営を行うために必要な財政基盤を確保する観点か
ら、日本学術会議は、科学に関する重要事項の審議及び研究の連絡に

関する事務を所掌し、政府からの諮問に対する答申、政府への勧告等
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